別表１

	選考項目、審査事項及び着眼点
	配点

	１　趣意・運営方針等について
	２０

	
	(1) 認知症対応型共同生活介護等の指定等に係る趣意、介護サービス提供に係る方針は適切か
	２０

	
	・　事業者の指定等に係る趣意や運営方針が、福祉の理念に基づいたものとなっているか
	

	２　入居者の処遇等について
	３０

	
	(1) 入居者の処遇に関し、取組が適切に検討・実施されているか
	３０

	
	以下の項目について、どのような取組を検討・実施しているか

・　高齢者虐待予防への対応

・　災害、緊急時の対応

・　個人情報保護の方策

・　苦情解決の体制

・　感染症及び食中毒の予防並びにまん延防止

・　事故発生の防止
・　協力医療機関との連携体制の構築

・　生きがい増進に関する取組

・　入居者の機能訓練等を意識した処遇
	

	３　事業所の立地や土地・建物の確保状況について
	２０

	
	(1) 事業所の立地、周辺環境はどうか
	１０

	
	・　利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されるような住宅地等に位置しているか

・　交通機関の利便性等、家族等が利用しやすい環境か
	

	
	(2) 事業所の土地・建物の確保状況はどうか
	１０

	
	・　土地、建物は確保できているか
	

	４　地域との関わり等について
	１０

	
	(1) 地域との交流や地域包括ケアに関する取組等はどうか
	１０

	
	・　地域住民との交流機会を確保できるような取組を検討・実施しているか

・　地域の介護等の拠点として、地域住民が住み慣れた地域で生活を継続していくための介護予防や併設事業、その他独自の取組を検討・実施しているか
	

	５　介護従事者の処遇等について
	３０

	
	(1) 介護従事者の処遇等に関する考えはどうか
	３０

	
	以下の項目について、どのような取組を検討・実施しているか

・　介護従事者の給与、労働条件、職場の環境づくり等

・　介護従事者の定着、確保等

・　介護従事者の研修、キャリアアップ等

・　ICT機器や介護ロボットの導入状況等
	

	６　整備区分ごとの審査事項について
	３０

	
	(1) 認知症対応型共同生活介護事業所を創設する理由等はどうか
	２０

	
	・　他の事業所種別ではなく、本募集に応募した理由が説明されているか

・　認知症対応型共同生活介護事業所の運営で重要視していることは適切か
	

	
	(2) 認知症対応型共同生活介護の運営状況等はどうか
	１０

	７　事業者について
	２０

	
	(1) 経営状況は問題ないか・実現性のある資金計画か
	２０

	８　設備等について
	４０

	
	(1) 居室面積（収納スペース及び便所等を除いた有効面積）　
	１０

	
	・　整備する全ての居室が１０．６５㎡以上であれば１０点

・　整備する全ての居室が９．００㎡以上であれば５点
	

	
	(2) ユニットの構造
	１０

	
	・　居間（兼用する食堂を含む。以下同じ。）を囲むように、整備する全ての居室が配置されており、家庭的な環境の下日常生活を送ることができるよう配慮された構造であれば１０点

・　整備する居室のうち、半数以上が居間を囲むように配置されており、その他の居室も居間を囲んでいる居室と隣接している等、上記に準じた構造となっていれば５点
	

	
	(3) 居間及び食堂の面積
	１０

	
	・　整備する全てのユニットについて、入居者定員一人あたり３㎡以上であれば１０点

・　整備する一部のユニットについて、入居者定員一人あたり３㎡以上であれば５点
	

	
	(4) 個室における便所の有無
	１０

	
	・　各個室にあれば１０点

・　２部屋に１つ以上あれば５点
	

	小　計
	４０

	合　計
	２００


評価の基準

	配点
	非常に良い（Ａ）
	良い
（Ｂ）
	十分
（Ｃ）
	やや十分でない（Ｄ）
	まったく十分でない（Ｅ）

	１０点の項目
	１０～９
	８～７
	６～４
	３～２
	１～０

	２０点の項目
	２０～１７
	１６～１３
	１２～８
	７～４
	３～０

	３０点の項目
	３０～２５
	２４～１９
	１８～１２
	１１～６
	５～０
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